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8 月 1 日 木 心配ごと相談 9:00 ～ 12:00 医療保健センター(社協事務局)

6 日 火

女性のための生き方
なんでも相談 13:00 ～ 16:00 阿南市役所 5 階

人権相談 13:00 ～ 15:00 由岐公民館

8 日 木 心配ごと相談、
行政相談、介護相談 9:00 ～ 12:00 医療保健センター ( 会議室 )

9 日 金 女性のための生き方
なんでも相談

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00 阿南市役所 5 階

14 日 水 行政相談 13:00 ～ 15:00 由岐公民館

15 日 木 心配ごと相談 9:00 ～１２:00 医療保健センター(社協事務局)

16 日 金 女性のための生き方
なんでも相談 13:00 ～ 16:00 阿南市役所 5 階

20 日 火 女性のための生き方
なんでも相談 13:00 ～ 16:00 阿南市役所 5 階

22 日 木 心配ごと相談 9:00 ～１２:00 医療保健センター(社協事務局)

23 日 金 女性のための生き方
なんでも相談

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00 阿南市役所 5 階

27 日 火 女性のための生き方
なんでも相談 13:00 ～ 16:00 阿南市役所 5 階

29 日 木 心配ごと相談 9:00 ～１２:00 医療保健センター(社協事務局)

まちの相談カレンダー

女性のための生き方なんで
も相談は、事前予約が必要
です。

【連絡先】
なんでも相談予約電話
☎ 0884-22-0361

【南阿波定住自立圏共生ビジョン】
女性支援パートナーシップ事業です

美波町社会福祉協議会事務
局は心配ごと相談を随時受
付しております。

【連絡先】
美波町社会福祉協議会
　　 ☎ 0884-77-0342
由岐支所
       ☎ 0884-78-1792

【受付日】
月〜金 8:30 ～ 17:00

（土・日・祝祭日は休み）

●試験区分、採用予定人員及び受験資格
試験区分 採用予定人員 受験資格

一般事務① 若干名
昭和 54 年 4 月 2 日から平成 19 年 4 月 1 日までに生まれた方（学歴は
問いません）。

一般事務②
【障がい者対象】 若干名

昭和 54 年 4 月 2 日から平成 19 年 4 月 1 日までに生まれた方（学歴は
問いません）で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手
帳等のいずれかの交付を受けている方。

保健師 １名
昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、保健師の免許を有する方又は令和
7 年春の国家試験により当該免許を取得する見込みの方。

土木 １名
昭和 54 年 4 月 2 日から平成 19 年 4 月 1 日までに生まれた方で、土木
専門課程を修め卒業した方又は令和 7 年 3 月 31 日までに当該課程を修め
卒業見込みの方。

※申込みできる「試験区分」は、一つに限ります。申込み後は「試験区分」の変更はできません。
※地方公務員法第１６条に該当する人は受験できません。

●試験の内容等
試験の名称 試験日 試験会場 試験の方法

第１次試験 令和 6 年 9 月 22 日 ( 日 )
美波町
由岐公民館

教養試験（全試験区分）、適性検査（一般事務①）、
専門試験（保健師、土木）

第 2 次試験 令和 6 年 10 月以降を予定 美波町役場 論文試験、口述試験

●受付期間等
受付期間 注意事項

7 月 8 日 ( 月 ) ～ 8 月 5 日 ( 月 )
電子申請（推奨）：期間内に到達したものに限り有効
郵便申請　　   ：8 月 5 日（月）までの消印のあるものに限り有効

※持参による申込み、受付期間経過後の申し込みは、一切受付いたしません。

募 令和 6 年度美波町職員採用試験案内（令和 7 年 4 月採用）

職員採用試験についての詳細は、「美波町職員採用試験案内」をご覧ください。
【試験案内・申込用紙の入手方法】
▶美波町役場総務課又は由岐支所で配布
▶美波町ホームページからダウンロードして印刷
　（https://www.town.minami.lg.jp/）
▶郵送により請求する場合　封筒の表に「職員採用試験申込書請求」

と朱書きし、宛先を明記し 120 円切手を貼った返信用封筒（角型
2 号）を同封の上、請求してください。

▶申込先及び問い合わせ先
　〒779-2395 徳島県海部郡美波町奥河内字本村 18 番地 1
　美波町役場総務課☎ 0884-77-3611

役場総務課☎ 0884-77-3611

クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）の指定についてi

●クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）の指定
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、気候変動適応法第 21 条
に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、美波町においても、暑さをしのげる場を確保することで、極
端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）
を指定します。

●クーリングシェルターとは
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害発生を防止するため、美波町が指定した施設で、「熱中
症特別警戒アラート」が発表されたときは、一般に開放し、暑さをしのいでいただく為の場所になります。

●クーリングシェルターを利用する際の注意事項
開設は、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表された時です。
飲料は各自ご用意ください。
利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所になります。
指定場所の温度調整はできません。
その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。

●指定施設一覧 （※指定場所は、施設が指定する場所になります。）

役場消防防災課☎ 0884-77-3619

施 設 名 所 在 地 開放日時 受入可能人数

日和佐公民館 海部郡美波町奥河内字寺前 153-1 月～金 ( 祝日除く) 8:30 ～ 17:00 10 人

由岐公民館 海部郡美波町西の地字西地 50-1 月～金 ( 祝日除く) 8:30 ～ 17:00 10 人


